
 

地場産品基準（該当号）の確認用フローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他にもこんな地場産品基準があります（例） 

 

 

 

 

返礼品がサービス（役

務）の提供である 
返礼品が食品・物品である 

松田町で生産された一次産品

（野菜など）である 

該当号：7号 

役務・サービス 

はい はい 

松田町で生産された物を原材

料として製造した商品である 

はい 該当号：1号 

肉や野菜など、加工してい

ないもの 

いいえ 

はい 該当号：2号 

町産の野菜等を原材料とし

て製造加工したもの 

松田町で製造・加工した商品

である 

いいえ 

はい 松田町内での製造工程において商品販売価格の 51％にあ

たる金額が生じている 

はい 

該当号：3号 

町内で製造された商品 

※条件あり 

いいえ いいえ 

原則 出品不可 

※ただし、条件によっては出品できる場合もあるので、 

ご相談ください。 

該当号：４号 

町内で生産されたものであって、近隣市町で生

産されたものと流通構造上、混在することが避

けられない商品 

該当号：99号 

地場産品基準を満たした商品やサービスと交換

させるために提供するチケット等 


